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№ 議案番号 件          名 頁 

1 第 66号議案 吉川市介護福祉総合条例等の一部を改正する条例 1 

2 第 67号議案 吉川市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正す

る条例 
5 

3 第 68号議案 市長及び副市長の給与等に関する条例及び吉川市教育委員会

教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 
7 

4 第 69号議案 吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 11 

5 第 70号議案 市道の路線廃止及び認定について 13 

6 第 71号議案 財産の無償譲渡について 19 

7 第 72号議案 財産の処分について 20 

8 第 73号議案 財産の取得について 25 

9 第 74号議案 工事請負契約の変更契約の締結について 26 

10 第 75号議案 工事請負契約の変更契約の締結について 27 

11 第 76号議案 工事請負契約の変更契約の締結について 28 

12 第 77号議案 教育委員会委員の任命について 29 

13 諮問第1号 人権擁護委員の推薦について 31 

14 第 78号議案 令和２年度吉川市一般会計補正予算（第６号） － 

15 第 79号議案 令和２年度吉川市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） － 

16 第 80号議案 令和２年度吉川市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号） 
－ 

17 第 81号議案 令和２年度吉川市介護保険特別会計補正予算（第２号） － 

18 第 82号議案 令和２年度吉川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 
－ 

19 第 83号議案 令和２年度吉川市吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業

特別会計補正予算（第３号） 
－ 

20 第 84号議案 令和２年度吉川市水道事業会計補正予算（第２号） － 

21 第 85号議案 令和２年度吉川市下水道事業会計補正予算（第１号） － 
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第６６号議案 

   吉川市介護福祉総合条例等の一部を改正する条例 

 （吉川市介護福祉総合条例の一部改正） 

第１条 吉川市介護福祉総合条例（平成１２年吉川市条例第１２号）の一部を次のように

改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改

正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

 （保険料の延滞金） 

第１９条の２ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する年

１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、各年の延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に

規定する平均貸付割合をいう。）に年１パーセ

ントの割合を加算した割合をいう。以下この項

において同じ。）が年７．３パーセントの割合

に満たない場合には、その年中においては、年

１４．６パーセントの割合にあってはその年に

おける延滞金特例基準割合に年７．３パーセン

トの割合を加算した割合とし、年７．３パーセ

ントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合

に年１パーセントの割合を加算した割合（当該

加算した割合が年７．３パーセントの割合を超

える場合には、年７．３パーセントの割合）と

 

 （保険料の延滞金） 

第１９条の２ 略 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する年

１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、各年の特例基準割合（当該年の

前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項の規定により告示された割

合に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この項において同じ。）が年７．３パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年

（以下この項において「特例基準割合適用年」

という。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年７．３パーセントの割

合を加算した割合とし、年７．３パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した割合
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する。 

 

３及び４ 略 

  

が年７．３パーセントの割合を超える場合に

は、年７．３パーセントの割合）とする。 

３及び４ 略 

 

 

 （吉川市農業集落排水事業分担金条例の一部改正） 

第２条 吉川市農業集落排水事業分担金条例（平成１６年吉川市条例第２５号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改

正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

 （経過措置） 

２ 当分の間、第８条第１項に規定する年１４．

６パーセントの割合及び年７．３パーセントの

割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞

金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置

法（昭和３２年法律第２６号）第９３条第２項

に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パー

セントの割合を加算した割合をいう。以下この

項において同じ。）が年７．３パーセントの割

合に満たない場合には、その年中においては、

年１４．６パーセントの割合にあってはその年

における延滞金特例基準割合に年７．３パーセ

 

   附 則 

 

 （経過措置） 

２ 当分の間、第８条第１項に規定する年１４．

６パーセントの割合及び年７．３パーセントの

割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例

基準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭

和３２年法律第２６号）第９３条第２項の規定

により告示された割合に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。以下この項において同

じ。）が年７．３パーセントの割合に満たない

場合には、その年（以下この項において「特例

基準割合適用年」という。）中においては、年

１４．６パーセントの割合にあっては当該特例



3 

ントの割合を加算した割合とし、年７．３パー

セントの割合にあっては当該延滞金特例基準割

合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年７．３パーセントの割合を

超える場合には、年７．３パーセントの割合）

とする。 

  

 

基準割合適用年における特例基準割合に年７．

３パーセントの割合を加算した割合とし、年

７．３パーセントの割合にあっては当該特例基

準割合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年７．３パーセントの割

合を超える場合には、年７．３パーセントの割

合）とする。 

  

 

 （吉川市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第３条 吉川市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年吉川市条例第３２号）の一部を

次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改

正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

 （延滞金） 

第６条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する年

１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、各年の延滞金特例基準割合（平

均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律

第２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付

割合をいう。）に年１パーセントの割合を加算

した割合をいう。以下この項において同じ。）

が年７．３パーセントの割合に満たない場合に

 

 （延滞金） 

第６条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する年

１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセ

ントの割合は、各年の特例基準割合（当該年の

前年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項の規定により告示された割

合に年１パーセントの割合を加算した割合をい

う。以下この項において同じ。）が年７．３パ

ーセントの割合に満たない場合には、その年
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は、その年中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあってはその年における延滞金特例

基準割合に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とし、年７．３パーセントの割合にあっ

ては当該延滞金特例基準割合に年１パーセント

の割合を加算した割合（当該加算した割合が年

７．３パーセントの割合を超える場合には、年

７．３パーセントの割合）とする。 

 

３及び４ 略 

 

（以下この項において「特例基準割合適用年」

という。）中においては、年１４．６パーセン

トの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に年７．３パーセントの割

合を加算した割合とし、年７．３パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合に年１パーセ

ントの割合を加算した割合（当該加算した割合

が年７．３パーセントの割合を超える場合に

は、年７．３パーセントの割合）とする。 

３及び４ 略 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の吉川市介護福祉総合条例第１９条の２第２項の規定、第

２条の規定による改正後の吉川市農業集落排水事業分担金条例附則第２項の規定及び

第３条の規定による改正後の吉川市後期高齢者医療に関する条例第６条第２項の規定

は、令和３年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に

対応する延滞金については、なお従前の例による。 

  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が公布され、延滞金の割合の

名称である特例基準割合が延滞金特例基準割合に改正されること等に伴い、所要の改正を

行いたいので、この案を提出するものである。 
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第６７号議案 

   吉川市都市計画下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例 

 吉川市都市計画下水道事業受益者負担金条例（平成２年吉川町条例第９号）の一部を次

のように改正する。 

 次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項を加える。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

 

改正後 改正前 

 

   附 則 

 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３年４月１日から施行す

る。 

 

 （延滞金の割合の特例） 

２ 当分の間、第１０条に規定する延滞金の年１

４．５パーセントの割合及び年７．２５パーセ

ントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年

の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特

別措置法（昭和３２年法律第２６号）第９３条

第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年

１パーセントの割合を加算した割合をいう。以

下同じ。）が年７．２５パーセントの割合に満

たない場合には、その年中においては、年１

４．５パーセントの割合にあってはその年にお

ける延滞金特例基準割合に年７．２５パーセン

トの割合を加算した割合とし、年７．２５パー

セントの割合にあっては当該延滞金特例基準割

 

   附 則 
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合に年１パーセントの割合を加算した割合（当

該加算した割合が年７．２５パーセントの割合

を超える場合には、年７．２５パーセントの割

合）とする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 この条例は、平成３年４月１日から施行する。 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和３年１月１日から施行する。 

  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が公布され、地方税の延滞金

に係る規定が改正されることから、これに倣い、下水道事業受益者負担金の延滞金につい

て所要の整備をしたいので、この案を提出するものである。 
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第６８号議案 

   市長及び副市長の給与等に関する条例及び吉川市教育委員会教育長の給与等に関す

る条例の一部を改正する条例 

 （市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年吉川町条例第８号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、又は死

亡した日現在）において市長等が受けるべき

給料の月額及びその月額に１００分の２０を

乗じて得た額の合計額に、１００分の２２０

を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、又は死

亡した日現在）において市長等が受けるべき

給料の月額及びその月額に１００分の２０を

乗じて得た額の合計額に、１００分の２２５

を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

 

 

第２条 市長及び副市長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分に改める。 
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改正後 改正前 

 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、又は死

亡した日現在）において市長等が受けるべき

給料の月額及びその月額に１００分の２０を

乗じて得た額の合計額に、１００分の２２

２．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、又は死

亡した日現在）において市長等が受けるべき

給料の月額及びその月額に１００分の２０を

乗じて得た額の合計額に、１００分の２２０

を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

 

 

 （吉川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正） 

第３条 吉川市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年吉川町条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が
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満了し、退職し、失職し、解職され、罷免さ

れ、又は死亡した日現在）において教育長が

受けるべき給料の月額及びその月額に１００

分の２０を乗じて得た額の合計額に、１００

分の２２０を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

 

満了し、退職し、失職し、解職され、罷免さ

れ、又は死亡した日現在）において教育長が

受けるべき給料の月額及びその月額に１００

分の２０を乗じて得た額の合計額に、１００

分の２２５を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) 略 

 

 

第４条 吉川市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部

分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、罷免さ

れ、又は死亡した日現在）において教育長が

受けるべき給料の月額及びその月額に１００

分の２０を乗じて得た額の合計額に、１００

分の２２２．５を乗じて得た額に、基準日以

前６月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

 

（期末手当） 

第５条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれの基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、任期が

満了し、退職し、失職し、解職され、罷免さ

れ、又は死亡した日現在）において教育長が

受けるべき給料の月額及びその月額に１００

分の２０を乗じて得た額の合計額に、１００

分の２２０を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 
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(1)～(4) 略 

 

(1)～(4) 略 

 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、令和３年４

月１日から施行する。 

  令和２年１１月３０日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 市長、副市長及び教育長の期末手当の支給額を改定したいので、この案を提出するもの

である。  
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第６９号議案 

   吉川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 吉川市職員の給与に関する条例（昭和３２年吉川町条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

 

（期末手当） 

第１８条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２５を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２５」とある

のは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ 略 

  

 

（期末手当） 

第１８条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１３０を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１３０」とある

のは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ 略  

 

第２条 吉川市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」とい

う。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 
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（期末手当） 

第１８条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２７．５を乗じて得た額に、基準日以

前６月以内の期間におけるその者の在職期間

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２７．５」と

あるのは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ 略 

  

（期末手当） 

第１８条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００

分の１２５を乗じて得た額に、基準日以前６

月以内の期間におけるその者の在職期間の次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用につ

いては、同項中「１００分の１２５」とある

のは「１００分の７２．５」とする。 

４～６ 略  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から

施行する。 

  令和２年１１月３０日提出 

                             吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 人事院勧告の趣旨を踏まえ、一般職の職員の期末手当の支給額を改定したいので、この

案を提出するものである。 
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第７０号議案 

   市道の路線廃止及び認定について 

 次のとおり市道の路線廃止及び路線認定をすることについて議決を求める。 

１ 路線廃止 

路 線 名 起 点 終 点 

１－１２１２ 大字上内川字玄番９０４番地先 大字上内川字玄番９０９番地先 

３－６７４ 大字半割字裏４２７番１地先 大字半割字裏４１７番地先 

３－６７５ 大字飯島字堤通１５番１地先 大字飯島字堤通２２番地先 

３－６７７ 大字飯島字堤通３８番１地先 大字飯島字堤通３１番地先 

３－９７７ 大字加藤字後９９０番地先 大字加藤字後９８０番地先 

３－６７２ 大字半割字裏３５２番１地先 大字半割字裏３６５番地先 

３－４８５ 大字半割字裏４０８番１地先 大字半割字裏３８０番１地先 

３－３７８ 大字加藤字後７２５番１地先 大字吉屋字下５２５番１地先 

３－３４４ 大字加藤字後７４７番地先 大字加藤字後７５６番５地先 

３－６６８ 大字加藤字後８５３番１地先 大字加藤字後８４９番地先 

３－６７０ 大字加藤字後９３１番１地先 大字加藤字後９５９番地先 

３－８９４ 大字吉屋字下５４３番地先 大字吉屋字下５５１番地先 

３－８９５ 大字吉屋字下５３９番地先 大字吉屋字下５２８番地先 

３－８９６ 大字吉屋字下５３８番地先 大字吉屋字下５２５番地先 

３－３２２ 大字吉屋字下７８３番地先 大字吉屋字下５６５番地先 

３－８９１ 大字吉屋字下７４８番地先 大字吉屋字下７５７番地先 

３－５４５ 
大字平方新田字江戸川通１２６０

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０３８

番地先 

３－８７７ 
大字平方新田字江戸川通１０４６

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０４２

番地先 

３－８７９ 
大字平方新田字江戸川通１０５５

番１地先 

大字平方新田字江戸川通１０５２

番地先 

３－８８１ 
大字平方新田字江戸川通１０６４

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０７２

番地先 
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３－８４６ 
大字平方新田字江戸川通１０１０

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０１４

番地先 

３－８４７ 
大字平方新田字江戸川通１０２０

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０２６

番地先 

３－８４８ 
大字平方新田字江戸川通１０３３

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０３４

番地先 

３－４０５ 
大字深井新田字宿道下２６２７番

地先 

大字深井新田字宿道下２４５５ 

番地先 

３－５２４ 
大字深井新田字宿道下２７３３番

地先 

大字深井新田字宿道下２４１５ 

番地先 

３－５２６ 
大字深井新田字宿道下２７２５番

地先 

大字深井新田字宿道下２３８８ 

番地先 

３－８２９ 
大字深井新田字宿道下２４５４番

地先 

大字深井新田字宿道下２４５１ 

番地先 

３－２０３ 
大字上笹塚字江戸川通１６９８番

地先 

大字深井新田字宿道上２３８６ 

番地先 

３－５０８ 
大字深井新田字宿道上２１６８番

地先 

大字深井新田字宿道上２０９６番

地先 

３－５０９ 
大字深井新田字宿道上２２９６番

地先 

大字深井新田字宿道上２３２８番

地先 

３－５１１ 
大字深井新田字宿道上２３１０番

地先 

大字深井新田字宿道上２３５０番

地先 

３－１２０８ 
大字深井新田字宿道上２３５７番

地先 

大字深井新田字宿道上２３５４番

地先 

３－８１０ 
大字深井新田字宿道上２０３８番

地先 

大字深井新田字宿道上２０６２番

地先 

３－５０６ 
大字深井新田字宿道上２１３０番

地先 

大字深井新田字宿道上２０６７番

地先 

３－１２０４ 大字深井新田字宿道上２０３８番 大字深井新田字宿道上２０６４番
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地先 地先 

３－３０１ 
大字深井新田字宿道上２０３４番

地先 

大字深井新田字宿道上２３８６番

地先 

３－３０４ 
大字深井新田字宿道下２３８９番

地先 

大字深井新田字宿道下２４５５番

地先 

３－３０６ 
大字平方新田字江戸川通１０００

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０７９

番地先 

３－３２０ 
大字平方新田字古堤５８０番９３

地先 
大字吉屋字下５２５番地先 

３－３３７ 
大字平方新田字亀ノ甲１１７番地

先 
大字半割字裏３８０番地先 

３－３４０ 大字半割字裏４１６番３地先 
大字三輪野江字蓮沼２３２０番地

先 

３－５１７ 
大字深井新田字宿道下２３８７番

地先 

大字深井新田字宿道下２４５８番

地先 

３－５１８ 
大字深井新田字宿道下２３８９番

地先 

大字深井新田字宿道下２４９２番

地 

２ 路線認定 

路 線 名 起 点 終 点 

１－１２１２ 大字上内川字玄番９０４番地先 大字上内川字玄番８８９番１地先 

３－６７４ 大字半割字裏４２７番１地先 大字半割字裏４２０番３地先 

３－６７５ 大字飯島字堤通１５番１地先 大字飯島字堤通２１番１地先 

３－６７７ 大字飯島字堤通３８番１地先 大字飯島字堤通３３番地先 

３－９７７ 大字加藤字後９９０番地先 大字加藤字後９８１番３地先 

３－６７２ 大字半割字裏３５２番１地先 大字半割字裏３６７番１地先 

３－４８５ 大字半割字裏４０８番１地先 大字半割字裏３８１番１地先 

３－３７８ 大字加藤字後７２５番１地先 大字吉屋字下５２５番１地先 

３－３４４ 大字加藤字後７４７番地先 大字加藤字後７５０番１地先 

３－６６８ 大字加藤字後８５３番１地先 大字加藤字後８４８番１地先 
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３－６７０ 大字加藤字後９３１番１地先 大字加藤字後９６０番１地先 

３－８９４ 大字吉屋字下５４２番１地先 大字吉屋字下５５０番２地先 

３－８９５ 大字吉屋字下５２８番１地先 大字吉屋字下５２８番１地先 

３－８９６ 大字吉屋字下５２８番１地先 大字吉屋字下５２８番３地先 

３－３２２ 大字吉屋字下７８３番地先 大字吉屋字下７５８番１地先 

３－８９１ 大字吉屋字下７４８番地先 大字吉屋字下７５７番地先 

３－５４５ 
大字平方新田字江戸川通１２６０

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０３６

番１地先 

３－８７７ 
大字平方新田字江戸川通１０４６

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０４４

番１地先 

３－８７９ 
大字平方新田字江戸川通１０５５

番１地先 

大字平方新田字江戸川通１０５３

番１地先 

３－８８１ 
大字平方新田字江戸川通１０７５

番２地先 

大字平方新田字江戸川通１０７２

番１地先 

３－８４６ 
大字平方新田字江戸川通１０１１

番１地先 

大字平方新田字江戸川通１０１４

番１地先 

３－８４７ 
大字平方新田字江戸川通１０２２

番１地先 

大字平方新田字江戸川通１０２６

番１地先 

３－８４８ 
大字平方新田字江戸川通１０３４

番３地先 

大字平方新田字江戸川通１０３４

番１地先 

３－４０５ 
大字深井新田字宿道下２６２７番

地先 

大字深井新田宿道下２４５６番１

地先 

３－５２４ 
大字深井新田字宿道下２７３３番

地先 

大字深井新田字宿道下２４０８番

地先 

３－５２６ 
大字深井新田字宿道下２７２５番

地先 

大字深井新田字宿道下２４４３番

地先 

３－８２９ 
大字深井新田字宿道下２４５２番

１地先 

大字深井新田字宿道下２４５１番

１地先 

３－２０３ 大字上笹塚字江戸川通１６９８番 大字深井新田字宿道下２３８５番
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地先 １地先 

３－５０８ 
大字深井新田字宿道上２１６８番

地先 

大字深井新田字宿道上２０９９番

１地先 

３－５０９ 
大字深井新田字宿道上２２９６番

地先 

大字深井新田字宿道上２３２１番

２地先 

３－５１１ 
大字深井新田字宿道上２３１０番

地先 

大字深井新田字宿道上２３４６番

１地先 

３－８１０ 
大字深井新田字宿道上２０６３番

３地先 

大字深井新田字宿道上２０６２番

３地先 

３－５０６ 
大字深井新田字宿道上２１３０番

地先 

大字深井新田字宿道上２０６９番

１地先 

３－３０１ 
大字深井新田字宿道上２０３４番

地先 

大字深井新田字宿道上２３８６番

１地先 

３－３０４ 
大字深井新田字宿道下２３８９番

２地先 

大字深井新田字宿道下２４５６番

地先 

３－３０６ 
大字平方新田字江戸川通１００１

番地先 

大字平方新田字江戸川通１０７９

番地先 

３－３２０ 
大字平方新田字古堤５８０番９３

地先 
大字吉屋字下５２５番９地先 

３－３３７ 
大字平方新田字亀ノ甲１１７番７

地先 
大字半割字裏３８０番１地先 

３－３４０ 大字半割字裏４１６番３ 
大字三輪野江字蓮沼２３２０番地

先 

３－５１７ 
大字深井新田字宿道下２４４６番

２地先 

大字深井新田字宿道下２４５８番

地先 

３－５１８ 
大字深井新田字宿道下２４５９番

２地先 

大字深井新田字宿道下２４９２番

地先 

３－１３８２ 大字加藤字後７２１番１地先 大字加藤字後７２２番１地先 
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  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 大字上内川地内における学校法人の園舎建て替えに伴う市道払下げ、国土交通省による

江戸川堤防強化対策事業及び大字加藤地内における道路認定の錯誤により、起点又は終点

が変更となる路線について廃止及び認定をしたいので、道路法（昭和２７年法律第１８０

号）第８条第２項及び第１０条第３項の規定により、この案を提出するものである。 
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第７１号議案 

   財産の無償譲渡について 

 次のとおり財産を無償譲渡することについて議決を求める。 

１ 財産の種類  土地 

２ 所 在 地 等 

所在地 地目 公簿面積（㎡） 

吉川市大字三輪野江字宅地付１５８２番１ 宅地 １１８．１７ 

３ 譲渡の相手方  住    所 埼玉県吉川市大字三輪野江１５８２番地１ 

          氏名又は名称 吉川市下組自治会 

          代表者職氏名 会長 秋山耕一 

  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

現在、吉川市下組自治会の集会所用地として使用している土地を当該自治会に無償で

譲渡したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に

より、この案を提出するものである。 
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第７２号議案 

   財産の処分について 

 次のとおり財産を処分することについて議決を求める。 

１ 財産の種類  土地 

２ 場所及び面積 

場  所 面積（㎡） 

吉川市大字三輪野江字北２４９６番２ ３．７７ 

吉川市大字三輪野江字北２４９６番３ ２６．３５ 

吉川市大字飯島字堤通６番２ ４．８６ 

吉川市大字飯島字堤通６番３ ２４．７７ 

吉川市大字飯島字堤通６番４ ９７．７０ 

吉川市大字飯島字堤通２２番２ ４．６６ 

吉川市大字飯島字堤通２２番３ ２５．３６ 

吉川市大字飯島字堤通２３番２ ４．７６ 

吉川市大字飯島字堤通２３番３ ２５．３２ 

吉川市大字飯島字堤通２３番４ ９９．１２ 

吉川市大字飯島字堤通３１番２ ９９．５８ 

吉川市大字飯島字堤通３１番３ ４．８５ 

吉川市大字飯島字堤通３１番４ ２５．２２ 

吉川市大字半割字裏３６４番２ ２９．８１ 

吉川市大字半割字裏３６４番３ ９８．３３ 

吉川市大字半割字裏３６５番２ ３１．１９ 

吉川市大字半割字裏３７８番２ ３１．３２ 

吉川市大字半割字裏３７８番３ １０３．１７ 

吉川市大字半割字裏３８０番２ ８．８３ 

吉川市大字半割字裏３８０番３ ３０．３２ 

吉川市大字半割字裏３８１番２ ２．０９ 

吉川市大字半割字裏４１５番３ １３．３０ 

吉川市大字半割字裏４１６番２ ２８．４６ 



21 

吉川市大字半割字裏４１６番６ ３．５６ 

吉川市大字半割字裏４１６番７ ３１．５４ 

吉川市大字半割字裏４１６番８ １０２．８５ 

吉川市大字半割字裏４１７番２ ２９．６１ 

吉川市大字加藤字後７４３番 １４４．２５ 

吉川市大字加藤字後７４９番２ ８６．１３ 

吉川市大字加藤字後７５５番６ １．６０ 

吉川市大字加藤字後７５５番７ ４．１２ 

吉川市大字加藤字後７５６番１ １１．５６ 

吉川市大字加藤字後７５６番３ １５．９２ 

吉川市大字加藤字後７５７番７ １９．５４ 

吉川市大字加藤字後７５７番８ ３．０２ 

吉川市大字加藤字後７５８番２ ６．９９ 

吉川市大字加藤字後８４９番３ ２６．０８ 

吉川市大字加藤字後９５６番３ ３．３５ 

吉川市大字加藤字後９５６番４ ２２．７７ 

吉川市大字加藤字後９５６番５ ８６．２２ 

吉川市大字加藤字後９５９番３ ２７．６５ 

吉川市大字加藤字後９７９番２ ２７．８２ 

吉川市大字加藤字後９７９番３ ９１．５４ 

吉川市大字加藤字後９８０番２ ２９．７６ 

吉川市大字平方新田字亀ノ甲１１７番８ ２０．９３ 

吉川市大字吉屋字下５２５番１２ １９７．５６ 

吉川市大字吉屋字下５２８番７ ２４７．３７ 

吉川市大字吉屋字下５３５番８ ３．４９ 

吉川市大字吉屋字下５３５番９ ６２．９２ 

吉川市大字吉屋字下５４０番２ １５．００ 

吉川市大字吉屋字下５４０番３ ５３．９５ 

吉川市大字吉屋字下５４１番３ ９．９４ 
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吉川市大字吉屋字下５４３番１１ ２２．５３ 

吉川市大字吉屋字下５４５番２ １１．１３ 

吉川市大字吉屋字下５６５番２ ２９０．６０ 

吉川市大字吉屋字下５６７番４ １．１０ 

吉川市大字吉屋字下７６１番４ １８４．１５ 

吉川市大字吉屋字下７８０番２ ２２．７７ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１００１番２ ３１．０３ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１００５番２ １３１．９５ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１００９番２ ３２．３３ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０１０番３ ３２．２８ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０１０番４ １０６．６４ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０１９番２ ３１．９７ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０２０番２ ３１．９５ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０２０番３ １０５．５１ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０３２番２ ３１．５７ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０３３番２ ３１．５１ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０３３番３ １０４．０５ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０３７番２ ３１．４５ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０３９番２ ３１．３７ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０３９番３ １０３．６４ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０４２番２ ３０．１０ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０５０番３ ３０．０９ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０５０番４ ９９．３４ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０５２番２ ２８．４４ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０５９番４ ２８．４３ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０５９番５ ９３．８５ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０６３番２ １２４．２４ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０６３番３ １．６５ 

吉川市大字平方新田字江戸川通１０６４番２ ２５．５６ 
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吉川市大字深井新田字宿道下２３８８番３ ６１．２４ 

吉川市大字深井新田字宿道下２３８９番３ １９．３６ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４１５番３ １１．１５ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４１６番３ ８．６９ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４１６番４ ４１．８７ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４４７番２ ２５．２３ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４５４番２ １１．０１ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４５４番３ ２５．４３ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４５４番４ ８３．５７ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４５５番２ ３０．２９ 

吉川市大字深井新田字宿道下２４５９番４ ３．２６ 

吉川市大字深井新田字宿道上２０４０番３ ２．８５ 

吉川市大字深井新田字宿道上２０６４番４ ５２．４１ 

吉川市大字深井新田字宿道上２０６４番５ １０６．２２ 

吉川市大字深井新田字宿道上２０６７番３ ２２．３０ 

吉川市大字深井新田字宿道上２０９４番３ １８．５８ 

吉川市大字深井新田字宿道上２０９４番４ ６９．９５ 

吉川市大字深井新田字宿道上２０９６番２ ７１．６１ 

吉川市大字深井新田字宿道上２０９６番３ ６．２７ 

吉川市大字深井新田字宿道上２３５０番３ ３７．８０ 

吉川市大字深井新田字宿道上２３１１番２ ２１．７２ 

吉川市大字深井新田字宿道上２３２８番３ １２４．９８ 

吉川市大字深井新田字宿道上２３５２番３ ９９．２４ 

吉川市大字深井新田字宿道上２３８６番３ １２０．６０ 

合   計 ５１１７．０４ 

３ 処 分 金 額  ２９，６７８，８３２円 

４ 契約の相手方  住所 千葉県野田市宮崎１３４番地 

          氏名 分任支出負担行為担当官 

             関東地方整備局 江戸川河川事務所長 岩見洋一 
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  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 国土交通省が施工する江戸川堤防強化対策事業のため、河川用地となる土地について処

分したいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年吉川町条例第６号）第３条の規定により、この案を提出するものである。 
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第７３号議案 

   財産の取得について 

 次のとおり財産を取得することについて議決を求める。 

１ 取得する財産  大型提示装置 

２ 納 入 場 所  吉川市立吉川小学校 他１１校 

３ 納 期 限  令和３年３月１２日 

４ 取 得 金 額  １７，７６３，２４０円 

５ 契約の相手方  住    所 埼玉県三郷市大広戸８２２番地３ 

          氏名又は名称 株式会社わせだ 

          代表者職氏名 代表取締役 海老原幸久 

令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 吉川市立小中学校１２校において活用するテレビモニター、プロジェクター等の大型提

示装置を取得したいので、吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第３条の規定により、この案を提出するもので

ある。 
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第７４号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区汚水・雨水管渠布設工事（その５） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  契約締結日から令和３年３月３１日まで 

４ 請負金額  変更前 ３４１，９９５，５００円 

        変更後 ３３８，６０２，０００円 

５ 請負業者  住    所 埼玉県さいたま市桜区大字神田３番地７ 

        氏名又は名称 開道建設業協同組合 

        代表者職氏名 代表理事 杉本正輝 

  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和２年６月１１日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区汚水・雨水管渠布設

工事（その５）の請負契約について、近接工事の仮設工法変更、盛土工事の進捗状況の影

響等に伴い、一部工事の見直しが必要なことから、請負金額の変更をしたいので、吉川市

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例

第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第７５号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区盛土工事（その９） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  契約締結日から令和３年３月３１日まで 

４ 請負金額  変更前 ３２７，５８０，０００円 

        変更後 ４２３，７３１，０００円 

５ 請負業者  住    所 埼玉県さいたま市南区鹿手袋３丁目２３番３０号 

        氏名又は名称 シン建工業株式会社 

        代表者職氏名 代表取締役 北清太郎 

  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和２年６月１１日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区盛土工事（その９）

の請負契約について、建設発生土の搬入状況を踏まえ、盛土材料を場内土の転用に切り替

えるとともに、埋設物撤去を実態に即した量に見直すため、請負金額の変更をしたいので、

吉川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川

町条例第６号）第２条の規定により、この案を提出するものである。 
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第７６号議案 

   工事請負契約の変更契約の締結について 

 次のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて議決を求める。 

１ 工 事 名  吉川美南駅東口周辺地区橋梁工事（その２） 

２ 工事場所  吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業地内 

３ 工  期  契約締結日から令和３年３月１５日まで 

４ 請負金額  変更前 １４９，９３０，０００円 

        変更後 １５２，９７７，０００円 

５ 請負業者  住    所 埼玉県さいたま市緑区東浦和１丁目２１番地３ 

        氏名又は名称 株式会社内田緑化興業 

        代表者職氏名 代表取締役 内田香 

  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 令和２年６月１１日付けで効力が発生した吉川美南駅東口周辺地区橋梁工事（その２）

の請負契約について、現地で想定を上回る地下水が発生したことから、仮設工法を変更し

施工の安全性を確保するため、請負金額の変更をしたいので、吉川市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年吉川町条例第６号）第２条の規

定により、この案を提出するものである。 
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第７７号議案 

   教育委員会委員の任命について 

 教育委員会委員に次の者を任命することについて同意を求める。 

   住  所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   氏  名 中島新太郎 

   生年月日 ○○○○○○○○○○ 

  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 教育委員会委員の中島新太郎氏が令和２年１２月２２日をもって任期満了となるため、

再度任命することについて同意を得たいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、この案を提出するものである。 
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経 歴 書 

氏  名 中島新太郎 

生年月日 ○○○○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○○○○○○ 

経  歴 

昭和４８年 ４月から 
吉川町立南中学校教諭 

昭和５６年 ３月まで 

昭和５６年 ４月から 
吉川町立中央中学校教諭 

平成 元年 ３月まで 

平成 元年 ４月から 
越谷市立西中学校教諭 

平成 ３年 ３月まで 

平成 ３年 ４月から 
吉川町立南中学校教頭 

平成 ６年 ３月まで 

平成 ６年 ４月から 
吉川町立中央中学校教頭 

平成 ８年 ３月まで 

平成 ８年 ４月から 
吉川市立中央中学校教頭 

平成 ９年 ３月まで 

平成 ９年 ４月から 
春日部市立大増中学校校長 

平成１２年 ３月まで 

平成１２年 ４月から 
吉川市立中央中学校校長 

平成１４年 ３月まで 

平成１４年 ４月から 
吉川市教育委員会副参事兼学校教育課長 

平成１６年 ３月まで 

平成１６年 ４月から 
松伏町立松伏小学校校長 

平成１９年 ３月まで 

平成１９年 ４月から 
吉川市立北谷小学校校長 

平成２１年 ３月まで 

平成２１年 ４月から 
吉川市立中央公民館館長 

平成２６年 ３月まで 

平成２８年１２月から 
吉川市教育委員会委員 

現在に至る 
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諮問第１号 

   人権擁護委員の推薦について 

 人権擁護委員として次の者を推薦したいので意見を求める。 

   住  所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

   氏  名 立澤秀子 

   生年月日 ○○○○○○○○○○ 

  令和２年１１月３０日提出 

吉川市長 中原恵人   

提案理由 

 人権擁護委員の立澤秀子氏が令和３年３月３１日をもって任期満了となるため、再度推

薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、

この案を提出するものである。 
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経 歴 書 

氏  名 立澤秀子 

生年月日 ○○○○○○○○○○ 

住  所 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

最終学歴 ○○○○○○○○○○○○○○ 

経  歴 

昭和５４年 ４月から 
八潮市立八潮第七小学校勤務 

昭和５５年 ３月まで 

昭和５８年 ７月から 
○○○○○○○○○○ 

現在に至る 

平成 ７年 ４月から 
吉川町立中曽根小学校ＰＴＡ会長 

平成 ８年 ３月まで 

平成 ８年 ４月から 
吉川市立中曽根小学校ＰＴＡ会長 

平成 ９年 ４月まで 

平成１３年１２月から 
吉川市民生委員・児童委員・主任児童委員 

平成２８年１１月まで 

平成１７年 ５月から 
吉川市立南中学校学校評議員 

平成１９年 ３月まで 

平成２１年 ５月から 
吉川市立南中学校学校評議員 

平成２３年 ３月まで 

平成２３年 ５月から 
吉川市国際友好協会副会長 

平成３０年 ５月まで 

平成３０年 ５月から 
吉川市国際友好協会会長 

現在に至る 

平成２４年 ４月から 
吉川市人権擁護委員 

現在に至る 

 


